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はじめに 

 

歩道は歩行者が安全かつ円滑に通行するために設置されたものです。道路交通法第１

７条によれば、車両が歩道を通行することは原則として禁じられています。ただし沿道

施設に出入するためやむを得ない場合は、歩行者の通行を妨げないという制約付で歩道

を横断（乗り入れ）することができるものです。 

よって、歩道改築は車両使用者に占用権や通行権等の特別の権利を認めるものではな

く、道路の一般的利用の範囲内で車両使用者に対しその利用に対応する道路の損傷防護

対策、歩行者安全対策として歩道改築を認めようとするものですから、その許可に際し

ては箇所数・設置位置・幅員等については制限されます。 

以上のことから、歩道改築工事の許可基準は次のとおりとします。 

 

なお、歩道改築工事を申請される方は、同基準および道路管理者と協議の上、大阪市

港湾施設条例第 11条 3項の規定に基づき「臨港道路等工事施行許可申請書」により申

請後、市長（道路管理者）の許可を受けた上で、申請者の費用により歩道改築（車両乗

入れ）の施工に着手できます。 

申請者名につきまして常設（申請者が将来にわたって利用する場合）は沿道施設の所

有者名とし、沿道施設内の工事等のため一時的（工事期間中）なもの等についてはその

工事の施工者（元請業者）名で申請してください。 

また、工事完了後に申請どおり施行されているか検査を行いますので、着手から工事

完了まで所定の書類提出が必要です。 

 

歩道改築設置後、本施設が不要になった場合はすみやかに大阪港湾局に対して必要な

手続きを行い、申請人の費用で責任をもって一般構造に復元していただきます。 

また、沿道施設の所有権が移転した場合等においても、上記内容について承継して下

さい。 

 

定義及び適用 

 

 本基準に定める道路については、大阪市港湾施設条例に定める臨港道路をいい、また、

道路管理者とあるのは、道路法上の道路管理者ではなく、上記条例による臨港道路の管

理者を示します。 

 本基準については、臨港道路について適用し、道路法上の道路については適用しませ

ん。なお、臨港道路であっても、道路法第２０条の規定に基づき兼用工作物の管理協定

を締結している場合は、その協定に定める管理区分に応じて、本基準の適用を受けない

ことがあります（詳細については、大阪港湾局施設管理課までお問い合わせ下さい）。 

 

 

 

１ 



１ 歩道改築（車両乗入れ）の設置制限 

 １）設置箇所数の制限 

   設置箇所数は、原則として 1敷地（事業所）1箇所とします。 

ただし、駐車場法施行令第７条５項の定めにより分離を義務付けられている大規模駐車場

の場合や、大規模物流施設等で車両の出入りを区分した方が交通安全上好ましい場所および、

その他特別な事由がある場合はこの限りではありません。よって、複数の歩道改築（車両乗

入れ）設置の許可に際しては、必要性等を記載した理由書の添付が必要です。 

 

 ２）設置場所の制限 

   次の各号に揚げる箇所は、原則として歩道改築（車両乗入れ）の設置を制限します。ただ

し、道路管理者がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りではありません。

この場合であっても、⑤を含め交通安全上支障となる恐れがある場合は除きます。 

 

   ① 交差点及び交差点の側端から２０ｍ以内、横断歩道及び前後 20m以内（図-ア、イ） 

   ② バス停留所については、停留所を表示する標柱又は標示板のみの場合はその位置か

ら前後 10m以内（図-ウ） 

   ③ 道路の曲がり角 5m以内（図-エ、オ） 

   ④ 交通信号、道路照明柱、道路標識柱、防護柵などの施設を撤去しまたは移設を必要と

する箇所。ただし、当該施設の管理者が、撤去または移設することに同意した場合を除

きます。 

   ⑤ その他、見通し等が悪く（曲線道路等）、交通安全上支障となる恐れのある箇所。 

   ⑥ 1施設に 2箇所の乗入れ口を認めた場合、原則１０ｍ以上を標準とします（図-カ）。 
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※「すみ切り」は交差点に含まれます 

（図－ア） 

出入口 20ｍ以内× 

側端 

出入口 

×交差点※ 

20ｍ以内× 
出入口 

（図－イ） 

バス停留所標識  

各々10m 以内× 

（図－ウ） 

出入口 出入口 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）設置幅の制限等 

歩道改築（車両乗入れ部）の幅員等は、原則として次のとおりとします。ただし、幅員の

拡大については、進入する車両の回転半径、前面道路の幅員、申請地施設の形態等により必

要かつやむを得ない場合に限り、進入する車両の軌跡図を添付したうえで許可することがあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）①出入する車種の最大のものを適用します。 

 

   ② 中・大型貨物自動車および、トレーラ等の特殊な車両の出入が必要な乗入れ口は、進入する車

両の軌跡図で考慮するものとします。 

 

   ③ 乗入れ口は、原則として車道中心線に対して直角に設置するものとします。 

  
積載量４トン以上の 

車両が出入する場合 

 積載量４トン未満の 

車両が出入する場合 

改 築 

幅 員 

６メートル以下 ４メートル以下 

上記幅員は、次の構造図の Ｌ２ の値とする。 

舗 装 

種 別 
原則として、コンクリート舗装とする。 

・工事用等の、一時乗入れ用に設置する場

合の、舗装構造はアスファルト構造とす

ることができます。 

・歩道改築申請に先立ち、大阪港湾局が必

要と認める場合、当該地域を管轄する警

察署の助言を得て、申請内容（数、場所、

幅員等）に反映してもらう場合がありま

す。 

原則 10m 以上 

同一敷地 

改築－１ 改築－２ 

（図－カ） 

5
ｍ
以
内
× 

5ｍ以内× 

120 度未満 

（図－エ） 

３ 

5
ｍ
以
内
× 

5ｍ以内× 

120 度未満 

曲がり角 
内× 

（図－オ） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）④ A部で、歩車道境界ブロック（曲）へ接続する切下げ歩車道境界ブロック（直）は、ブロック

（直）を加工したものを据付けるものとします（加工はブロックの半分以下としてはならない）。 

    

              

   ⑤ 乗入れ位置の計画に伴い、歩車道境界付近の街渠桝がある場合は、これを避けて計画するか、

もしくは最低限走行ラインが街渠桝上に通らないよう乗入れ位置を配するよう計画して下さい。 

    

⑥ 切下げ歩車道境界ブロック（直）は高さ３００ｍｍのものを、街渠との段差を設け埋め込むも

のとします。これにより基礎コンクリートも切り下げて床付け打設するものとします。 

     なお、②によってもやむなく街渠桝が乗入範囲に入る場合は、確実に高さ３００ｍｍのブロッ

クを枡部分においても埋め込むものとします（街渠桝を改修して埋め込む）。埋め込みに際し、

街渠桝改修箇所の仕上げは丁寧に行うものとします。 

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(直) 
180/210×300×600 

切下げ 
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(直) 
180/210×300×600 

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(直) 
180/210×300×600 

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(曲) 
180/210×300×600 

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(曲) 
180/210×300×600 

切下げ 
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸの高さ(h)について 
180/210×300×600 
     h 

舗装境界ﾌﾞﾛｯｸ 
180×150×1,000 

舗装境界ﾌﾞﾛｯｸ 
180×150×1,000 

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 
180×150×1,000 

歩道改築幅員（L2） 180 

A部 A部 A部 

街渠桝と乗入れは避ける
ことが望ましい 

180 

【参考】 

不適切例：加工ブロックを

入れず、モルタルで整形 

⇒直ぐにモルタルが消失

欠損 

× 

４ 



                          

                    

                    

⑦ 幅員 5m程度ごとに目地を設けるものとします（材料は大阪港湾局の指示を得ること）。 

 

⑧ 原則として横断勾配は２％以下の水平区間を、歩道における歩行者等の通行部分として２ｍ以

上確保して下さい（道路管理者がやむを得ないと判断した場合は１ｍ以上）。 

 

⑨切下げ歩車道境界ブロック（直）と街渠との段差は、標準５ｃｍとします。なお、切下げ計画高

の設定に際しては、既存街渠面高・歩行者自転車動線等の交通状況・既存乗入れなど現地状況等

を踏まえ。細心の注意を図るものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

不適切例：街渠枡に高さ３

００ｍｍ未満のブロック

を埋め込み、出入車の車輪

が跨いだことに起因して、

破損を生じたもの 

× 

３００ｍｍブロック埋込

状況 

○ 

５ 



４）歩道改築（車両乗入れ）舗装厚 

 

注 ・それぞれ、上段は積載量４トン未満、下段は４トン以上 

  ・再生アスファルト使用も可とします 

 

５）その他留意事項 

  ① 歩道幅員が広く、乗入れ設置により歩道上に車両が進入する恐れがあると   

道路管理者が判断した場合は、申請者の費用で車止め等を設置するものとします。 

  ② 使用材料は、港湾工事共通仕様書によるほか、特段に定めのない場合には大阪

市建設局土木工事共通仕様書の規定によるものとします。 
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２ 本基準に関係する諸規定（参考） 

 

１）「道路法第二四条の承認及び第九一条第一項の許可に係る審査基準について」（道

路局長通知、平成６年９月３０日付建設省道政発第４９号） 

２）「歩道の一般的構造に関する基準等について」（国土交通省都市・地域整備局長、

道路局長、平成１７年２月３日付国都街第６０号及び国道企第１０２号） 
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（参考付属資料） 標準図集 
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